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(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】
　被測定者の血圧を測定するための電子血圧計であって、
　被測定者の所定の身体部位に巻き付けるためのカフと、
　前記カフ内の圧力を検知するための圧力検知手段と、
　前記圧力検知手段からの信号に基づいて、前記被測定者の血圧を測定するための制御を
行なうための測定制御手段と、
　電池手段と、
　前記電池手段の電圧を検出するための電圧検出手段と、
　前記測定制御手段による測定前後における電圧の消費量に関する消費量データを記憶す
るための記憶手段と、
　前記電池手段の現在の電圧値と、１回分の消費量とに基づいて、測定可能回数を算出す
るための算出手段と、
　算出された前記測定可能回数を報知するための報知手段とを備え、
　前記１回分の消費量は、対応する被測定者についての前記消費量データに基づく値であ
って、且つ前回分の消費量と、過去の消費量の統計値とのうちのいずれかであることが予
め定められ、
　前記記憶手段は、前記消費量データを、被測定者を特定するための識別情報と対応付け
て記憶する、電子血圧計。
【請求項２】
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　前記消費量データは、測定開始前における第１の電圧データと、測定後における第２の
電圧データとを含み、
　前記算出手段は、さらに、前回の前記第２の電圧データが示す電圧値と前記現在の電圧
値との差を表わす回復量に基づいて、前記測定可能回数を算出する、請求項１に記載の電
子血圧計。
【請求項３】
　前記算出手段は、前記現在の電圧値と前記電池手段の下限電圧値との差を、前記１回分
の消費量と前記回復量との和で除算することにより、前記測定可能回数を算出する、請求
項２に記載の電子血圧計。
【請求項４】
　温度を検出するための温度検出手段をさらに備え、
　前記下限電圧値は、前記温度検出手段により検出された温度に応じて設定される、請求
項３に記載の電子血圧計。
【請求項５】
　前記下限電圧値は、前記被測定者の腕の太さに応じて設定される、請求項３に記載の電
子血圧計。
【請求項６】
　前記報知手段は、前記測定可能回数が特定回数より多い場合に、前記測定可能回数を所
定回数おきに報知し、前記測定可能回数が前記特定回数以下の場合には、前記測定可能回
数を１回単位で報知する、請求項１～５のいずれかに記載の電子血圧計。
【請求項７】
　前記電池手段は、一次電池および二次電池のうち少なくとも一方を含む、請求項１～６
のいずれかに記載の電子血圧計。
【請求項８】
　前記報知手段は、前記測定可能回数を表示するための表示手段を含む、請求項１～７の
いずれかに記載の電子血圧計。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　本発明は、電子血圧計に関し、特に、電池を備えた電子血圧計に関する。
【背景技術】
【０００２】
　毎日血圧を測定することは、健康管理の上で非常に重要である。そのために、院外でも
血圧を測定できる家庭用の電子血圧計が普及している。
【０００３】
　電子血圧計は、一次電池（以下「乾電池」という）、ＡＣ（Alternating Current）ア
ダプタ、または二次電池（以下「充電池」という）によって駆動している。
【０００４】
　乾電池および充電池のうちどちらか一方の電池を使用する場合は、測定途中で容量（残
量）不足となり測定できないといった問題点があった。
【０００５】
　そこで、従来より、特開２００１－２４５８５７号（特許文献１）に示されるように、
公報電池を使用する血圧計において、残りの測定可能回数（測定残回数）を報知する技術
が提案されている。具体的には、電圧値からアルカリ電池またはマンガン電池のどちらか
の放電特性に当てはめることで、測定可能回数を算出している。
【特許文献１】特開２００１－２４５８５７号公報
【発明の開示】
【発明が解決しようとする課題】
【０００６】
　しかしながら、上記従来の技術では、電池の放電特性から測定可能回数を算出している
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ので、この特性に当てはまらないと精確に算出できない。つまり、電池の個体差を吸収出
来ない。
【０００７】
　また、電池の種類をアルカリかマンガンか判定し、放電特性に当てはめ算出しているの
で想定外の種類の電池に対応できない。
【０００８】
　また、従来の技術では、電圧値の降下量は一定としている。しかしながら、被測定者の
腕の太さの違いにより、電池を消費するポンプの駆動時間が異なる。また、被測定者の最
高血圧付近まで加圧する仕様の血圧計の場合、被測定者の最高血圧値に応じて、ポンプの
駆動時間が異なる。そのため、電圧値の降下量は一定と限らない。したがって、従来の技
術では、被測定者に応じて精度の高い測定可能回数を報知することができない。
【０００９】
　本発明は、上記のような問題を解決するためになされたものであって、その目的は、被
測定者に応じて精確に残りの測定可能回数を報知することのできる電子血圧計を提供する
ことである。
【課題を解決するための手段】
【００１０】
　この発明のある局面に従う電子血圧計は、被測定者の血圧を測定するための電子血圧計
であって、被測定者の所定の身体部位に巻き付けるためのカフと、カフ内の圧力を検知す
るための圧力検知手段と、圧力検知手段からの信号に基づいて、被測定者の血圧を測定す
るための制御を行なうための測定制御手段と、電池手段と、電池手段の電圧を検出するた
めの電圧検出手段と、測定制御手段による測定前後における電圧の消費量に関する消費量
データを記憶するための記憶手段と、電池手段の現在の電圧値と、１回分の消費量とに基
づいて、測定可能回数を算出するための算出手段と、算出された測定可能回数を報知する
ための報知手段とを備える。
【００１１】
　好ましくは、１回分の消費量は、前回分の消費量と、過去の消費量の統計値とのうちの
いずれかであることが予め定められる。
【００１２】
　好ましくは、記憶手段は、消費量データを、被測定者を特定するための識別情報と対応
付けて記憶し、１回分の消費量は、対応する被測定者についての消費量データに基づく値
である。
【００１３】
　好ましくは、消費量データは、測定開始前における第１の電圧データと、測定後におけ
る第２の電圧データとを含み、算出手段は、さらに、前回の第２の電圧データが示す電圧
値と現在の電圧値との差を表わす回復量に基づいて、測定可能回数を算出する。
【００１４】
　好ましくは、算出手段は、現在の電圧値と電池手段の下限電圧値との差を、１回分の消
費量と回復量との和で除算することにより、測定可能回数を算出する。
【００１５】
　好ましくは、温度を検出するための温度検出手段をさらに備え、下限電圧値は、温度検
出手段により検出された温度に応じて設定される。
【００１６】
　好ましくは、下限電圧値は、被測定者の腕の太さに応じて設定される。
　好ましくは、報知手段は、測定可能回数が特定回数より多い場合に、測定可能回数を所
定回数おきに報知し、測定可能回数が特定回数以下の場合には、測定可能回数を１回単位
で報知する。
【００１７】
　好ましくは、電池手段は、一次電池および二次電池のうち少なくとも一方を含む。
　好ましくは、報知手段は、測定可能回数を表示するための表示手段を含む。
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【発明の効果】
【００１８】
　本発明によると、精確に残りの測定可能回数を算出および報知することができる。
【発明を実施するための最良の形態】
【００１９】
　本発明の実施の形態について図面を参照しながら詳細に説明する。なお、図中同一また
は相当部分には同一符号を付してその説明は繰返さない。
【００２０】
　＜外観および構成について＞
　（外観について）
　はじめに図１および図２を参照して、本実施の形態における電子血圧計（以下「血圧計
」と略す）１の外観について説明する。
【００２１】
　図１は、本発明の実施の形態における血圧計１の外観を示す図である。
　図１を参照して、血圧計１は、本体部１０と、被測定者のたとえば上腕に巻付けるため
のカフ２０と、本体部１０とカフ２０とを接続するためのエアチューブ２４とを備える。
【００２２】
　図２は、本発明の実施の形態における本体部１０を後方から見た斜視図である。
　図１および図２を参照して、本体部１０は、５面体であり、机などの台と接する設置面
と、設置面と所定の角度をなす表面１０Ａと、設置面に対して垂直な面である２つの側面
１０Ｂ，１０Ｃおよび背面１０Ｄとを有している。
【００２３】
　本体部１０の表面１０Ａには、測定結果などを表示するための表示部４０と、ユーザ（
代表的に被測定者）からの指示の入力を受付けるための操作部４１とが配置される。操作
部４１は、たとえば、電源のＯＮ／ＯＦＦを切替えるための電源スイッチ４１Ａ、測定開
始の指示を入力するための測定スイッチ４１Ｂ、および、過去の測定結果を読出して表示
する指示を入力するためのメモリスイッチ４１Ｃとを含む。操作部４１は、さらに、使用
するユーザの識別情報（ユーザＩＤ）を特定するために操作されるＩＤスイッチ（図示せ
ず）を含んでもよい。
【００２４】
　表示部４０は、たとえば液晶等のディスプレイにより構成される。
　本体部１０の左側面１０Ｂには、上述のエアチューブ２４が接続されている。
【００２５】
　本体部１０の背面１０Ｄには、太陽電池（ソーラーパネル）５０が配置される。これに
より、血圧計１を室内の窓際など外光が差す場所に置くと、太陽電池５０が太陽光を受光
し、受光した光エネルギーを電気エネルギーに変換する。つまり、太陽電池５０は、受光
量に応じて、電気エネルギーを発生する。発生した電気エネルギーは、本体部１０に内蔵
された充電池（二次電池）５１（図３参照）に出力される。
【００２６】
　本体部１０の右側面１０Ｃには、ＡＣアダプタ５５がさらに接続可能であってもよい。
　なお、血圧計１の本体部１０の形状はこのような例に限定されない。
【００２７】
　（ハードウェア構成について）
　図３は、本発明の実施の形態における血圧計１のハードウェア構成を示すブロック図で
ある。
【００２８】
　図３を参照して、血圧計１のカフ２０は、空気が内包される空気袋２１を含む。空気袋
２１は、エアチューブ２４を介して、本体部１０に内蔵されたエア系２５と接続される。
【００２９】
　エア系２５は、空気袋２１内の圧力（以下、「カフ圧」という）を検出するための圧力
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センサ３２と、空気袋２１に空気を供給するためのポンプ３３と、空気袋２１の空気を排
出しまたは封入するために開閉される排気弁３４とを含む。
【００３０】
　本体部１０は、各部を集中的に制御および監視するためのＣＰＵ（Central Processing
 Unit）１００と、不揮発性のメモリ３９と、表示部４０と、操作部４１と、電源部６０
と、時刻を計測するための計時部４３と、アラーム音を発生するためのブザー４４と、血
圧計１の周辺の温度（以下「環境温度」という）を検出するための温度センサ４５とを備
える。また、本体部１０は、エア系２５に関連して、発振回路３５と、ポンプ３３を駆動
するためのポンプ駆動回路３６と、排気弁３４を駆動するための弁駆動回路３７とをさら
に備える。
【００３１】
　ポンプ駆動回路３６は、ＣＰＵ１００から与えられる制御信号に基づいて、ポンプ３３
の駆動を制御する。弁駆動回路３７は、ＣＰＵ１００から与えられる制御信号に基づいて
、排気弁３４の開閉制御を行なう。
【００３２】
　圧力センサ３２は、カフ圧により容量値が変化する。発振回路３５は、圧力センサ３２
の容量値に応じた発振周波数の信号をＣＰＵ１００に出力する。ＣＰＵ１００は、発振回
路３５から得られる信号を圧力に変換し圧力を検知する。
【００３３】
　メモリ３９は、各種プログラムや各種データを記憶する。メモリ３９は、血圧の測定結
果を記憶するための測定結果記憶領域（図６参照）を含む。
【００３４】
　電源部６０は、太陽電池５０が発電した電気エネルギーを蓄えるための充電池５１と、
着脱可能な乾電池（一次電池）５２と、電源制御回路５３とを含む。
【００３５】
　電源制御回路５３は、充電池５１および乾電池５２と電気的に接続され、両者が蓄えて
いる電力を、選択的にポンプ駆動回路３６や弁駆動回路３７などの各種デバイスに供給す
る。電源制御回路５３は、ＣＰＵ１００と電気的に接続され、ＣＰＵ１００との間で信号
の送受信を行なう。電源制御回路５３の構成例については後述する。
【００３６】
　充電池５１は、たとえばニッケル水素電池である。乾電池５２は、たとえばアルカリ電
池である。
【００３７】
　なお、本体部１０は、ＡＣアダプタ５５を接続するためのコネクタ部５４を含んでもよ
い。ＡＣアダプタ５５がコネクタ部５４に接続されている場合、コネクタ部５４を通って
、ＡＣアダプタ５５からの電力が充電池５１に供給される。なお、本実施の形態において
、ＡＣアダプタ５５は、交流電流を直流電流に変換するための変換部（図示せず）を有し
ているものとする。
【００３８】
　本実施の形態では、血圧計１は、充電池５１および乾電池５２の両方を備えるものとし
て説明するが、いずれか一方のみを備えてもよい。その場合、切替部５８や切替制御部１
０２の機能は不要である。
【００３９】
　また、血圧計１が充電池５１を備えていない場合には、ＡＣアダプタ５５からの直流電
流が電源制御回路５３に直接供給されるようにしてもよい。
【００４０】
　また、本実施の形態では、温度センサ４５は含まれなくてもよい。
　（機能構成について）
　図４は、本発明の実施の形態における血圧計１の機能ブロック図である。
【００４１】
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　図４を参照して、電源制御回路５３は、充電池５１の電圧を検出するための電圧検出部
５６と、乾電池５２の電圧を検出するための電圧検出部５７と、充電池５１および乾電池
５２の出力を切替えるための切替部５８とを含む。
【００４２】
　切替部５８は、たとえばスイッチにより構成される。
　なお、本実施の形態では、電圧検出部５６，５７は、電源部６０の電源制御回路５３内
に含まれることとしたが、これらは、電源部６０とは独立して設けられてもよい。
【００４３】
　ＣＰＵ１００は、その機能として、切替制御部１０２と、算出部１０４と、測定制御部
１０６とを含む。
【００４４】
　切替制御部１０２は、充電池５１および乾電池５２の切替制御を行なう。より具体的に
は、切替部５８に制御信号を送信することで、切替部５８に充電池５１および乾電池５２
のいずれか一方を選択させる。
【００４５】
　切替制御部１０２は、たとえば、ユーザからの指示に応じて、電池の切替制御を行なう
。あるいは、電圧検出部５６，５７が検出する充電池５１および乾電池５２の電圧値に基
づいて、切替制御を行なってもよい。たとえば、デフォルトまたはユーザからの指定によ
り充電池５１を優先する充電池優先モードが選択されていたとする。その場合、充電池５
１の電圧値がたとえば所定の閾値以下となった場合に、乾電池５２に電源を切替えるよう
制御してもよい。
【００４６】
　算出部１０４は、切替制御部１０２によって選択されている電池手段の現在の電圧値と
、１回分の消費量とに基づいて、測定可能回数を算出する。算出された測定可能回数は、
たとえば表示部４０に表示される。
【００４７】
　本実施の形態において、「１回分の消費量」とは、過去の１回の測定前後における電圧
の消費量（＝電圧の変化量（降下量））に基づく値である。「１回分の消費量」は、たと
えば前回の測定における電圧消費量、すなわち、前回の測定における測定開始時の電圧値
と測定終了時の電圧値との差を表わす。なお、前回の測定における電圧消費量に限定され
ず、過去の消費量の統計値（たとえば、平均値、最大値など）であってもよい。この場合
、記憶されている全ての消費量データを用いてもよいし、一部の（たとえば、最新の所定
回数分）消費量データのみを用いてもよい。
【００４８】
　なお、血圧計１が、ユーザを特定して測定できる仕様である場合には、現在選択されて
いるユーザについての過去の消費量を、測定可能回数の算出に用いることが望ましい。
【００４９】
　また、算出部１０４は、１回分の消費量に加え、さらに回復量を考慮して測定可能回数
を算出してもよい。「回復量」とは、前回の測定終了時における電圧値と現在の電圧値と
の差を表わす。血圧測定の際、ポンプ３３を駆動するため電池電圧は急激に降下する。そ
の後、徐々に電圧値は回復するが、測定終了時においても電圧値の回復は完全には終わら
ず、測定終了後も電圧値の回復が継続される。そのため、前回の測定終了時からの電圧の
変化量を回復量と表わしている。このような回復量をさらに考慮することで、一時的な電
圧の降下の影響を除去することもできる。その結果、さらに精確な測定可能回数を算出す
ることができる。
【００５０】
　なお、前回の測定における電圧消費量と電圧の回復量とに基づいて測定可能回数を算出
するのは、前回測定したユーザと同じユーザである場合に限定される。そのため、血圧計
１が、ユーザを特定して測定できる仕様である場合には、前回測定したユーザと同じユー
ザであると判定された場合にのみ、電圧の回復量を考慮した算出が行なわれることとする
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。
【００５１】
　具体的な測定可能回数の算出方法については、後述する。
　測定制御部１０６は、ポンプ駆動回路３６および弁駆動回路３７を制御する。測定制御
部１０６は、たとえばオシロメトリック法に従い、発振回路３５からの信号（カフ圧信号
）に基づいて、血圧値（たとえば最高血圧、最低血圧）を算出する。また、公知の手法に
従い、脈拍数を算出する。算出された測定値は、後に詳述する消費量データと対応付けら
れてメモリ３９に記憶される。
【００５２】
　なお、切替制御部１０２は、算出部１０４により算出された残りの測定可能回数に応じ
て、電池の切替制御を行なってもよい。たとえば、充電池５１が選択されている場合、残
りの測定可能回数が一定値（たとえば２回）以下となった場合に、電源を充電池５１から
乾電池５２に切替えてもよい。
【００５３】
　なお、図４に示した各機能ブロックの動作は、メモリ３９中に格納されたソフトウェア
を実行することで実現されてもよいし、これらの機能ブロックのうち少なくとも１つにつ
いては、ハードウェアで実現されてもよい。
【００５４】
　＜血圧計の動作の概要について＞
　本実施の形態における血圧計１の動作の概要について説明する。
【００５５】
　図５は、本発明の実施の形態における電圧計１の動作を示すフローチャートである。図
５のフローチャートに示す処理は、予めプログラムとしてメモリ３９に格納されており、
ＣＰＵ１００がこのプログラムを読み出して実行する。
【００５６】
　図５に示すフローチャートは、電源スイッチ４１Ａが押下された場合に開始されるもの
とする。また、説明の簡単のために、以下の説明においては、充電池５１が電源として選
択されているものと仮定する。
【００５７】
　始めに、ユーザにより、測定を開始するユーザのユーザＩＤが選択される（ステップＳ
２）。ＣＰＵ１００は、選択されたユーザＩＤを内部メモリに一時記録する。
【００５８】
　ここで、選択されたユーザＩＤが、最新（前回）の測定日時の測定データに対応付けら
れたユーザＩＤと同じか否かがＣＰＵ１００によって判断され、その結果が保持されるも
のとする。たとえば、最新の測定者と同じである場合にのみ、最新の測定者との同一性を
示すための測定者フラグが“１”にセットされる。
【００５９】
　次に、測定可能回数表示処理が実行される（ステップＳ４）。測定可能回数表示処理に
ついては後に詳述する。
【００６０】
　測定可能回数表示処理が継続されている際に、ユーザより測定開始の指示が入力された
とする。そうすると、算出部１０４は、電圧検出部５６から得られる充電池５１の現在の
電圧値を、今回の測定開始時における電圧値Ｖｓとして内部メモリに一時記録する（ステ
ップＳ６）。
【００６１】
　その後、測定制御部１０６による血圧測定処理が実行される。具体的には、測定制御部
１０６は、まず、ポンプ３３を駆動開始し、空気袋２１の圧力を徐々に上昇（加圧）させ
る（ステップＳ８）。本例では、電源制御回路５３の切替部５８に充電池５１が選択され
ているので、充電池５１に蓄えられた電力がポンプ３３の駆動源となる。
【００６２】
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　カフ圧が血圧測定のための所定レベル（たとえば１８０ｍｍＨｇ）にまで達すると、測
定制御部１０６はポンプ３３を停止し、閉じていた排気弁３４を徐々に開いて、空気袋２
１の空気を徐々に排気する。これにより、カフ圧は徐々に減圧される（ステップＳ１０）
。
【００６３】
　なお、本実施の形態では、カフ圧が所定レベルになるまで加圧を継続することとした。
しかしながら、加圧中に得られる脈波情報より最高血圧を推定し、推定された最高血圧＋
所定値（たとえば４０ｍｍＨｇ）になるまで加圧を継続することとしてもよい。
【００６４】
　測定制御部１０６は、公知の手法により血圧（最高血圧、最低血圧）および脈波数を算
出する（ステップＳ１２）。具体的には、カフ圧が徐々に減圧する過程において、測定制
御部１０６は、発振回路３５から得られる発振周波数に基づき脈波情報を抽出する。そし
て、抽出された脈波情報により血圧を算出する。
【００６５】
　なお、本実施の形態では、減圧過程で得られる脈波情報に基づいて血圧を算出すること
としたが、加圧過程で得られる脈波情報に基づいて血圧を算出してもよい。
【００６６】
　次に、測定制御部１０６は、測定結果すなわち、ステップＳ１２で算出された血圧値お
よび脈拍数を表示部４０に表示する（ステップＳ１４）。
【００６７】
　続いて、算出部１０４は、電圧検出部５６から得られる充電池５１の現在の電圧値を、
今回の測定終了時における電圧値Ｖｅとして内部メモリに一時記録する（ステップＳ１６
）。
【００６８】
　最後に、測定制御部１０６は、測定結果をメモリ３９内の測定結果記憶領域に格納する
（ステップＳ１８）。具体的には、一時記録していたユーザＩＤと対応付けて、測定値、
電圧値Ｖｓ，Ｖｅを格納する。さらに、当該測定において選択されていた電池を特定する
ための電池ＩＤを、電圧値Ｖｓ，Ｖｅと対応付けて格納することが好ましい。
【００６９】
　以上で血圧計１の動作は終了（電源ＯＦＦ）される。
　本実施の形態においては、測定結果の表示が終わった時点を、「測定終了時（測定後）
」であることとしたが、限定的ではない。たとえば、加圧（ステップＳ８）が終了した時
点、減圧（ステップＳ１０）が終了した時点、あるいは、血圧算出（ステップＳ１２）が
終了した時点であってもよい。
【００７０】
　＜データ構造例について＞
　図６は、本発明の実施の形態における測定結果記憶領域３９０のデータ構造例を示す図
である。
【００７１】
　図６を参照して、測定結果記憶領域３９０には、測定毎に、測定データＭＤｊ（ｊ＝１
，２，…，ｎ）がレコード単位で格納される。測定結果記憶領域３９０は、メモリ３９内
の予め定められた領域でってよい。
【００７２】
　図７は、本発明の実施の形態における各測定データＭＤｊのデータ構造例を示す図であ
る。
【００７３】
　図７を参照して、各測定データＭＤｊには、測定日時を示すデータと、ユーザＩＤを示
すデータと、測定値すなわち、最高血圧（ＳＢＰ）、最低血圧（ＤＢＰ）および脈波数（
ＰＬＳ）を示すデータと、電池ＩＤを示すデータと、測定開始時の電圧値Ｖｓを示すデー
タと、測定終了時の電圧値Ｖｅを示すデータとが含まれる。測定日時は、たとえば測定ス
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イッチ４１Ｂが押下された時点の日時である。
【００７４】
　なお、本実施の形態では、測定ごとの消費量データつまり、測定前後の電圧値Ｖｓ，Ｖ
ｅも、測定データに含めることとしたが、限定的ではない。消費量データが、ユーザＩＤ
および測定日時と対応付けられて記憶されていれば、このような格納形態に限定されない
。
【００７５】
　または、ユーザＩＤごとに記憶領域が設けられ、対応するユーザＩＤの記憶領域に、ユ
ーザＩＤ以外のデータが格納されてもよい。
【００７６】
　＜測定可能回数表示処理について＞
　図５のステップＳ４における測定可能回数表示処理について、図８および図９を参照し
て詳細に説明する。なお、図５のステップＳ２において、測定者フラグが１にセットされ
ている場合を想定して説明する。
【００７７】
　図８は、本発明の実施の形態における測定可能回数表示処理を示すフローチャートであ
る。図９は、本発明の実施の形態において測定可能回数の算出に用いられる電圧の検出タ
イミングを示すタイミングチャートである。
【００７８】
　なお、図９には、特定のタイミングにおける電圧値のみを表わしており、実際の電圧の
変化の軌跡を示すものではない。
【００７９】
　図８を参照して、算出部１０４は、測定結果記憶領域３９０から、選択されたユーザの
前回の測定前後における電圧値Ｖｓ，Ｖｅを読出す（ステップＳ１０２）。具体的には、
たとえば、まず、図５のステップＳ２で選択されたユーザＩＤ、および、現在選択中の電
池の電池ＩＤを含む測定データのうち、最新の測定日時の測定データを検索する。そして
、検索された測定データに含まれる電圧値Ｖｓ，Ｖｅを読出す。
【００８０】
　図９に示されるように、電圧値Ｖｓは前回の測定開始時（ｔ０）における電圧値を、電
圧値Ｖｅは前回の測定終了時（ｔ１）における電圧値を示している。
【００８１】
　次に、算出部１０４は、１回分の消費量として、前回測定の電圧消費量ＶＡを算出する
（ステップＳ１０４）。具体的には、測定終了時の電圧値Ｖｅから測定開始時の電圧値Ｖ
ｓを減算することにより、電圧消費量ＶＡが算出される。
【００８２】
　次に、算出部１０４は、電圧検出部５６から得られる充電池５１の現在の電圧Ｖｃｒを
検出する（ステップＳ１０６）。図９に示されるように、この時点での現在（時間ｔ３）
は、今回電源がＯＮされてから（時間ｔ２）、測定開始の指示が入力されるまでの間に位
置している。
【００８３】
　続いて、算出部１０４は、回復量ＶＢを算出する（ステップＳ１０８）。回復量ＶＢは
、現在の電圧値Ｖｃｒから前回の測定終了時の電圧値Ｖｅを減算することにより算出され
る。
【００８４】
　算出部１０４は、続いて、電圧降下量ＶＣを算出する（ステップＳ１１０）。電圧降下
量ＶＣは、ステップＳ１０４で算出された電圧消費量ＶＡとステップＳ１０８で算出され
た回復量ＶＢとを加算することにより算出される。本実施の形態では、前回の電圧消費量
を用いているため、電圧降下量ＶＣは、前回の測定開始時の電圧値からの降下量を表わし
ている。
【００８５】
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　算出部１０４は、残りの測定可能回数Ｎを算出する（ステップＳ１１２）。測定可能回
数Ｎは、現在の電圧値Ｖｃｒと、充電池５１のバッテリロー閾値Ｖｔｈとの差を、ステッ
プＳ１１０で算出された電圧降下量ＶＣで除算することにより算出される。
【００８６】
　バッテリーロー閾値は、電池ごとにメモリ３９に予め記憶されているものとする。算出
部１０４は、選択中の電池に対応するバッテリーロー閾値をメモリ３９から読出すことで
、電池の種類に応じた閾値を用いて測定可能回数を算出する。
【００８７】
　測定可能回数Ｎが算出されると、ＣＰＵ１００は、表示部４０に測定可能回数を表示す
る（ステップＳ１１４）。これにより、ユーザは、現時点での測定可能回数を把握するこ
とができる。なお、ＣＰＵ１００は、測定可能回数Ｎが、特定回数（たとえば２０回）よ
りも多い場合には、所定回数おきに報知してもよい。
【００８８】
　次に、ＣＰＵ１００は、ユーザより、測定開始の指示が入力されたか否かを判断する（
ステップＳ１１６）。測定開始の指示が入力されるまで（ステップＳ１１６においてＮＯ
）、ステップＳ１０６～ステップＳ１１４の処理が繰返される。
【００８９】
　測定開始の指示が入力されると（ステップＳ１１６においてＹＥＳ）、処理はメインル
ーチンに戻される。
【００９０】
　なお、電源がＯＮされた後であって測定が開始される前に、ユーザによりメモリスイッ
チ４１Ｃが押下された場合には、別ルーチンの処理（測定データ表示処理）が並行して実
行されてよい。測定データ表示処理は、公知の手法により実現されてよい。
【００９１】
　このように、測定データ表示処理の実行中にも、測定可能回数表示処理が実行されるこ
とにより、過去の測定データを表示中にも、現在の電圧を監視し、測定可能回数が算出お
よび報知される。そのため、ユーザは、常に最新の測定可能回数を知ることができる。
【００９２】
　図８および図９では、上述のように、測定者フラグがセットされている場合の例を示し
たが、測定者フラグがセットされていない場合は、算出部１０４は、たとえば次のように
して測定可能回数を算出する。なお、算出部１０４は、たとえば、ステップＳ１０２の前
または後に、測定者フラグが１か否かを判断するものとする。
【００９３】
　測定者フラグの値が０の場合、算出部１０４は、ステップＳ１０８（ＶＢの算出）およ
びステップＳ１１０（ＶＡ＋ＶＢの加算）の処理を行なわない。そのため、ステップＳ１
１２の処理に代えて、算出部１０４は、残りの有効電圧値（現在の電圧値Ｖｃｒ－閾値Ｖ
ｔｈ）を前回測定での電圧消費量ＶＡで除算することにより、測定可能回数Ｎを算出する
。
【００９４】
　または、測定者フラグの値が０の場合、算出部１０４は、ステップＳ１１０に代えて、
前回測定での電圧消費量ＶＡに予め定められた値を加算した値を、電圧降下量ＶＣ＃とし
て算出してもよい。この場合、ステップＳ１１２に代えて、算出部１０４は、残りの有効
電圧値（現在の電圧値Ｖｃｒ－閾値Ｖｔｈ）を、電圧降下量ＶＣ＃で除算することにより
、測定可能回数Ｎを算出すればよい。
【００９５】
　＜測定可能回数の表示例について＞
　図１０は、測定可能回数の表示例を示す図である。つまり、図１０には、図８のステッ
プＳ１１４において表示部４０に表示される画面の一例が示されている。
【００９６】
　図１０（Ａ）には、残りの測定可能回数がたとえば１００回である場合の表示例が示さ
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れている。図１０（Ｂ）には、残りの測定可能回数がたとえば５０回である場合の表示例
が示されている。図１０（Ｃ）には、残りの測定可能回数がたとえば３０回である場合の
表示例が示されている。
【００９７】
　図１０に示されるように、本実施の形態では、測定可能回数を数値で示すとともに、電
池の残量を表わすアイコンが表示される。
【００９８】
　なお、測定可能回数の情報の表示方法は、数値を表示するものに限定されず、たとえば
、グラフ等によって表示されてもよい。
【００９９】
　また、本実施の形態では、表示によって測定可能回数を報知した。しかしながら、表示
に限定されず、たとえば、ブザー４４が発する音の発振パターンや、モータ（ポンプ駆動
回路３６）の振動パターンなどによって報知してもよい。
【０１００】
　＜実施の形態の効果＞
　上述のように、本実施の形態によると、ユーザごとに、前回の測定開始時からの電圧の
降下量を捉えることで、ユーザの電圧の消費傾向を捉えることができる。そして、残りの
有効電圧値（現在の電圧からバッテリーロー閾値に達するまでの電圧値）に対するユーザ
の電圧の降下量の割合を算出することにより、測定可能回数を精確に算出することができ
る。
【０１０１】
　つまり、本実施の形態では、電池の放電特性に依存することなく測定可能回数が算出さ
れる。したがって、電池の個体差や電池の種類によらず、正確な測定可能回数を算出する
ことができる。
【０１０２】
　また、ユーザごとに、腕の太さが異なるため、ユーザごとにポンプの駆動時間は異なる
。その結果、ユーザごとに１回の測定に要する電圧の消費量が異なる。その結果、同じ容
量かつ同じ種類の電池を使用したとしても、測定回数は異なる。ポンプの駆動時間が測定
回数に与える影響を図１１を参照して説明する。
【０１０３】
　図１１は、被測定者の腕の太さの違いによる、電圧値と測定回数との関係を示す電圧－
回数特性の違いを示す図である。
【０１０４】
　図１１（Ａ）には、標準よりも太い腕のユーザの電圧－回数特性の典型例が示されてい
る。図１１（Ｂ）には、標準よりも腕の細いユーザの電圧－回数特性の典型例が示されて
いる。
【０１０５】
　図１１（Ａ），（Ｂ）を参照して、同じ電圧Ｖ０の時点から測定を開始したとしても、
腕が太いユーザの方がポンプ駆動時間が長いため、測定回数は少なくなる。
【０１０６】
　本実施の形態では、固定的な電圧の閾値を用いて測定可能回数を算出するものではなく
、対応するユーザ（被測定者）についての１回分の消費量を用いるため、ユーザの腕の太
さの違いによる回数の誤差をなくすことができる。
【０１０７】
　また、最高血圧＋所定値まで加圧する場合にも、最高血圧の違いによりポンプ駆動時間
は異なる。この場合にも、ユーザの最高血圧の違いによる回数の誤差をなくすことができ
る。
【０１０８】
　つまり、本実施の形態によると、選択中の電池の電圧が同じ値であっても、選択された
ユーザに応じた最適な測定可能回数を報知することができる（つまり、測定可能回数がユ
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ーザにより異なりえる）。
【０１０９】
　なお、ユーザを規定しない場合（ユーザＩＤを使用しない場合）であっても、家庭用の
血圧計であれば同一のユーザが測定する場合がほとんどである。したがって、この場合に
も、過去の１回分の消費量を使用することで、的確な測定可能回数を報知することができ
る。
【０１１０】
　また、本実施の形態によると、前回の測定終了時からの電圧の回復量も用いられる。そ
のため、非測定時、すなわち、モードの設定や過去の測定データの表示だけをする場合で
あっても、電圧値を定期的に監視し、測定可能回数の算出および更新が行なわれる。ＬＣ
Ｄを表示している時間はユーザによって異なるが、このように電圧値の定期的な監視が行
なわれることにより、常に、信頼性の高い値をユーザに提示することができる。また、そ
の結果、ユーザビリティを向上させることができる。
【０１１１】
　また、環境温度によって電池の消費する割合は異なる。つまり、環境温度によって電池
の放電特性が異なる。本実施の形態では、実際の電圧の降下量を検出することによって、
測定可能回数を算出するため、環境温度の違いによる回数のずれを低減することができる
。
【０１１２】
　上述のように、本実施の形態によると、ユーザは、精確な残りの測定可能回数を把握す
ることができる。その結果、測定途中で電力不足になることがなくなる。
【０１１３】
　また、ユーザは、測定可能回数に応じて新しい乾電池５２を用意したり、充電池５１を
充電したりする準備を事前にすることができる。
【０１１４】
　また、充電池５１の場合、ユーザは残量を十分に使い切ってから充電することができる
ので、充電池５１の性能を十分に活かすことができる。つまり、充電池５１の寿命を延ば
すことができる。
【０１１５】
　また、乾電池５２の場合にも、ユーザは残量を十分に使い切ってから新しい電池に交換
することができる。そのため、消費する電池量が減り、環境に良い。
【０１１６】
　＜変形例１＞
　上記実施の形態では、測定ごとの電圧消費量を示す消費量データとして、測定前後の電
圧値Ｖｓ，Ｖｅが測定データに格納されることとしたが、限定的ではない。たとえば、消
費量データとして、測定前後の電圧消費量ＶＡ、および、測定終了時の電圧値Ｖｅが格納
されてもよい。または、回復量を用いた算出を行なわないような場合には、測定前後の電
圧消費量ＶＡのみが、消費量データとして格納されてもよい。
【０１１７】
　また、図８に示したような測定可能回数表示処理を行なう場合、測定者フラグの値が１
の場合（前回と同様の測定者である場合）の電圧降下量ＶＣは、“前回の測定開始時の電
圧値Ｖｓ－現在の電圧値Ｖｃｒ”とも表わすことができる。そのため、ユーザＩＤによる
ユーザの特定を行なわず、同一ユーザによる使用が想定される家庭用の血圧計の場合であ
り、かつ、前回測定での電圧消費量を用いる場合には、消費量データとして、測定開始時
の電圧値Ｖｓのみが格納されてもよい。
【０１１８】
　また、このような場合、測定可能回数表示処理として、次のような処理が行なわれてよ
い。図８のステップＳ１０２において、選択されたユーザの前回の電圧値Ｖｓのみが読み
出される。そして、ステップＳ１０４およびＳ１０８の処理は削除され、ステップＳ１１
０において、現在の電圧値Ｖｃｒから前回の測定開始時の電圧値Ｖｓが減算された値が、
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前回の測定開始時からの電圧降下量ＶＣとして導出される。
【０１１９】
　または、本実施の形態では、回復量は、現在の電圧値Ｖｃｒから前回の測定終了時の電
圧値Ｖｅを減算した値として導出された。しかしながら、特に、測定者フラグの値が０の
場合（今回の測定者が直近の測定者と同一ではない場合）には、過去の消費量データを用
いて算出されてもよい。つまり、一度、連続して同一のユーザが測定した場合、消費量デ
ータとして、上述の測定前後の電圧値Ｖｓ，Ｖｅに加え、最終的にステップＳ１０８で算
出された回復量ＶＢの値（すなわち、前回の測定終了時から今回の測定開始時点の電圧の
回復量）がさらに格納されてもよい。
【０１２０】
　そして、測定者フラグの値が０の場合には、図８のステップＳ１０８の処理の代わりに
、過去の回復量を読み出してもよい。そして、読み出された過去の回復量を用いて、今回
の測定開始時における電圧降下量ＶＣ＃を推定してもよい。なお、電圧降下量ＶＣ＃の算
出に用いられる回復量は、直近のものであってもよいし、対象のユーザの全てのものまた
は一部のものであってもよい。
【０１２１】
　＜変形例２＞
　上述の実施の形態では、バッテリロー閾値Ｖｔｈは、固定的な値であった。しかしなが
ら、環境温度またはユーザの身体的条件に基づいて、バッテリーロー閾値を変えてもよい
。
【０１２２】
　本実施の形態の変形例では、たとえば、温度センサ４５が検出する環境温度に基づいて
、バッテリロー閾値Ｖｔｈを設定する。
【０１２３】
　図１２は、環境温度の違いによる充電池５１の放電特性を示す図である。
　図１２を参照して、環境温度が標準的な温度である場合の充電池５１の放電特性が曲線
６３で示されている。
【０１２４】
　環境温度が高いと、放電特性は、曲線６３Ａで示されるように、標準的な曲線６３より
も上方にずれ、測定実施回数は増える。つまり、相対的に、１回分の電圧の変化量は、標
準よりも小さい。したがって、環境温度が標準よりも高い部屋に血圧計１が設置されてい
た場合には、バッテリロー閾値は、標準の場合の閾値よりも低い値を設定する。
【０１２５】
　これに対し、環境温度が低い場合には、放電特性は、曲線６３Ｂで示されるように、標
準的な曲線６３よりも下方にずれ、測定実施回数は減る。つまり、相対的に、１回分の電
圧の変化量は、標準よりも大きい。したがって、環境温度が標準よりも低い部屋に血圧計
１が設置されていた場合には、バッテリロー閾値は、標準の場合の閾値よりも高い値を設
定する。
【０１２６】
　本変形例では、メモリ３９には、たとえば、電池ごとに、環境温度とバッテリーロー閾
値とを予め対応付けたデータテーブルが記憶されている。
【０１２７】
　算出部１０４は、図８のステップＳ１１２において、測定可能回数を算出する際に、本
変形例では、次のような処理をさらに行なう。すなわち、算出部１０４は、温度センサ４
５から環境温度を検知する。そして、メモリ３９に記憶された上記データテーブルを参照
して、検知した環境温度に対応するバッテリーロー閾値を検索する。このようにして検索
されたバッテリーロー閾値を、ステップＳ１１２における閾値Ｖｔｈに代入し、測定可能
回数を算出する。
【０１２８】
　このように、環境温度の違いにより、バッテリーロー閾値を変えることで、十分に回数
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のずれを低減することができる。
【０１２９】
　なお、他の例として、ユーザの腕の太さや最高血圧の違いによって、バッテリーロー閾
値を変えてもよい。ユーザの腕の太さや最高血圧の違いによって、１回の測定で消費され
る電圧が異なる。血圧計１がユーザを規定しない仕様である場合には、複数のユーザによ
って血圧計１が使用されることも想定されるため、精確な測定可能回数を算出するために
、バッテリーロー閾値を変えてもよい。
【０１３０】
　この場合、メモリ３９には、たとえば、電池ごとに、腕の太さとバッテリーロー閾値と
を予め対応付けたデータテーブルが記憶されている。また／または、メモリ３９には、た
とえば、電池ごとに、最高血圧値とバッテリーロー閾値とを予め対応付けたデータテーブ
ルが記憶されている。
【０１３１】
　ユーザの腕の太さおよび／または最高血圧の情報は、電源ＯＮ時に、ユーザにより入力
されてよい。
【０１３２】
　腕の太さの情報の入力は、たとえば、次のようにして行なわれてよい。電源がＯＮされ
ると、ＣＰＵ１００は、表示部４０に、「太腕」、「標準」、「細腕」それぞれを示すボ
タンを表示する。ユーザが操作部４１を操作することにより、いずれか１つが選択される
。ＣＰＵ１００は、ユーザにより選択された１つを、対象のユーザの腕の太さの情報とし
て一時記録する。
【０１３３】
　腕の太さの情報が入力されると、算出部１０４は、メモリ３９に記憶された上記データ
テーブルを参照して、入力された腕の太さに対応するバッテリーロー閾値を検索する。こ
のようにして検索されたバッテリーロー閾値を、ステップＳ１１２における閾値Ｖｔｈに
代入し、測定可能回数を算出する。
【０１３４】
　最高血圧の情報の入力は、たとえば、次のようにして行なわれてよい。電源がＯＮされ
ると、ＣＰＵ１００は、表示部４０に、最高血圧の入力領域を表示する。ユーザが操作部
４１を操作することにより、自身の最高血圧を入力する。ＣＰＵ１００は、ユーザにより
入力された１つを、対象のユーザの最高血圧の情報として一時記録する。
【０１３５】
　最高血圧の情報が入力されると、算出部１０４は、環境温度や腕の太さの場合と同様の
処理を行なう。
【０１３６】
　このように、腕の太さや最高血圧の違いにより、バッテリーロー閾値を変えることで、
ユーザを規定しない場合でも、従来よりも精確に測定可能回数を算出することができる。
【０１３７】
　なお、血圧計１が、ユーザを規定しない（ユーザＩＤによりユーザを特定しない）仕様
である場合には、血圧計１を使用するユーザが１人であるか複数人であるかをユーザに選
択させてもよい。そして、複数人であることが選択された場合にのみ、上述のように、腕
の太さや最高血圧の違いによって、バッテリーロー閾値を変更するモードで動作させるよ
うにしてもよい。
【０１３８】
　上述の実施の形態およびその変形例１，２では、自動的に加圧および減圧するための自
動加圧機構（たとえば、ポンプ３３、排気弁３４など）を備えた血圧計を例に説明したが
、手動で加圧および減圧するための自動加圧機構（たとえば、ゴム球）を備えた血圧計で
あってもよい。手動加圧機構を備えている場合には、図３に示したポンプ３３、排気弁３
４、ポンプ駆動回路３６および弁駆動回路３７が不要である。その代わり、血圧計は、チ
ューブ２４を介して空気袋２１と接続されるゴム球（不図示）を備えていればよい。
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【０１３９】
　今回開示された実施の形態はすべての点で例示であって制限的なものではないと考えら
れるべきである。本発明の範囲は上記した説明ではなくて特許請求の範囲によって示され
、特許請求の範囲と均等の意味および範囲内でのすべての変更が含まれることが意図され
る。
【図面の簡単な説明】
【０１４０】
【図１】本発明の実施の形態における血圧計の外観を示す図である。
【図２】本発明の実施の形態における血圧計の本体部を後方から見た斜視図である。
【図３】本発明の実施の形態における血圧計のハードウェア構成を示すブロック図である
。
【図４】本発明の実施の形態における血圧計の機能ブロック図である。
【図５】本発明の実施の形態における電圧計の動作を示すフローチャートである。
【図６】本発明の実施の形態における測定結果記憶領域のデータ構造例を示す図である。
【図７】本発明の実施の形態における各測定データのデータ構造例を示す図である。
【図８】本発明の実施の形態における測定可能回数表示処理を示すフローチャートである
。
【図９】本発明の実施の形態において測定可能回数の算出に用いられる電圧の検出タイミ
ングを示すタイミングチャートである。
【図１０】測定可能回数の表示例を示す図である。
【図１１】被測定者の腕の太さの違いによる、電圧値と測定回数との関係を示す電圧－回
数特性の違いを示す図である。
【図１２】環境温度の違いによる充電池の放電特性を示す図である。
【符号の説明】
【０１４１】
　１　電子血圧計、１０　本体部、２０　カフ、２１　空気袋、２４　エアチューブ、２
５　エア系、３２　圧力センサ、３３　ポンプ、３４　排気弁、３５　発振回路、３６　
ポンプ駆動回路、３７　弁駆動回路、３９　メモリ、４０　表示部、４１　操作部、４１
Ａ　電源スイッチ、４１Ｂ　測定スイッチ、４１Ｃ　メモリスイッチ、４３　計時部、４
４　ブザー、４５　温度センサ、５０　太陽電池、５１　充電池、５２　乾電池、５３　
電源制御回路、５４　コネクタ部、５５　ＡＣアダプタ、５６，５７　電圧検出部、５８
　切替部、６０　電源部、１００　ＣＰＵ、１０２　切替制御部、１０４　算出部、１０
６　測定制御部、３９０　測定結果記憶領域。
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